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国民宿舎関ロッジの指定管理について

経過

昭和４２年１２月    国民宿舎関ロッジ開業

昭和５８年４月     新館オープン

平成１９年       耐震診断実施：西棟（本館）の耐震補強が必要

平成１９年       関ロッジ在り方検討委員会設置

平成２０年３月     同委員会提言（耐震性のある新館部分の機能を活か

して、存続の方向性を探る。）

平成２２年       市議会「公営企業経営問題特別委員会」設置

平成２２年７月    同委員会提言

           １「宿泊機能」、「交流機能」、「会議及び研修機能」

を確保すること

国民宿舎関ロッジ施設の概要

名称 亀山市国民宿舎関ロッジ

所在 亀山市関町新所１５７４番地１

開業 昭和４２年１２月

建物の概況 敷地面積 １２，７１３㎡

       建築面積  ３，２６１㎡

       延床面積  ４，２３４㎡

主要施設  鉄筋コンクリート造４階建（２，６０９．８６㎡）

       和室２４室、洋室２室、大広間１室、中広間１室、小広間１室

客室定員  １０４人

指定管理の概略

指定管理者 ：株式会社エムアンドエムサービス（本社 大阪市）

指定期間  ：平成２５年７月１日～平成３０年３月３１日

指定管理料 ：平成２５年度 当初分 ３，６００，０００円、

               変更分 １，１９０，０１５円  

平成２６年度    ２，２２５，８２８円

        平成２７年度～平成２９年度      ０円

         合 計      ７，０１５，８４３円
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           ２ 建替え、改築については、早期に検討・実施す

ること

           ３ 経営形態については、指定監理者制度導入を視

野に入れ、公設公営から公設民営化に向けて検

討すること

平成２４年６月     指定管理に移行する国民宿舎関ロッジ条例案、指定

管理料の債務負担について議決

          上限額 平成２５～２９年度 ２２，８００千円

平成２４年８月     指定管理者公募

平成２４年１０月    優先交渉者として㈱エムアンドエムサービスを選定

平成２４年１２月    指定管理者指定の議決

平成２５年１月７日   指定管理者として指定

平成２５年２月２６日  管理に係る基本協定締結

（指定期間H25.7.1～H30.3.31）
平成２５年７月１日   指定管理開始（７月１２日から正式オープン）

平成２６年１２月２２日 ㈱エムアンドエムサービスから指定管理取り消し等

を申し出

平成２７年 ２月２５日 ㈱エムアンドエムサービスの社長と最終協議

平成２７年 ３月 ５日 条件付きでの指定管理取り消しを通知

内容

・平成２７年３月３１日を以って㈱エムアンドエム

サービスによる指定管理者としての指定を取り消

す

            （取消条件）

１取り消し日以降の予約者、従業員等に適切で且つ

責任ある対応をとること

２運営実績の情報提供に応じること

３営業上の損失補償、損害賠償など今後一切請求し

ないこと

今後の予定

取り消しが確定した場合は、本年４月１日以降は、国民宿舎関ロッジを一旦

休館とする。

関ロッジの置かれている現状と課題を抽出した上、指定管理者の再公募も含

めた今後の検討を行う。


